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令和８年 第１回 安中市農業委員会会議録 

 

１ 開催日時 令和８年１月２６日（月） 午後１時２２分～午後２時４７分 

２ 開催場所 安中市役所第２０１会議室 

３ 出席委員 （１７人） 

  出席者  １番 井上  豊   ２番 佐藤 光司   ３番 須藤 克美 

       ４番 須藤 房二   ５番 萩原 幹雄   ６番 岡部 雅彦 

       ７番 柘植  正   ８番 眞砂 幸光   ９番 田中 錦也 

       10番 橋本 一男   11番 猿谷 健一   12番 田中 正明 

       13番 塩谷 幸生   14番 宇佐美幸雄   15番 金井  亮 

       16番 伏田 再子   17番 丸山 征二 

４ 欠席委員 （なし） 

５ 議事日程 

       日程第 １       議事録署名人の指名について 

       日程第 ２       会務の報告について 

       日程第 ３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請審議について 

       日程第 ４ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請審議について 

       日程第 ５ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

日程第 ６ 議案第４号 農用地利用集積等促進計画の承認について 

６ 農業委員会事務局職員 

       事務局長   茂木 浩之    庶務兼農業振興係長  遠間ゆかり 

       農地係長   真下 貴光    農地係        中嶋  圭 

       農業振興係  大河原健斗 

 

会議の概要 

 議 長  ただいまから令和８年第１回農業委員会総会を開会します。 

      出席委員は、１７名中１７名で定足数に達しておりますので、総会は成立しま

した。 

      日程第１、議事録署名人の指名についてを議題とします。 

      安中市農業委員会総会会議規則第２３条第２項に規定する議事録署名人ですが、

議長から指名することに異議ありませんか。 

 委 員  異議なし。 
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 議 長  異議なしと認め、３番須藤克美委員・１４番宇佐美幸雄委員の両君を指名しま

す。 

      なお、書記に事務局職員を任命します。 

      次に、日程第２、会務の報告について事務局の説明を求めます。 

 事務局  それでは、会務の報告をいたします。 

      令和７年１２月２５日開催の第１３回総会で許可相当の議決案件、農地法第４

条関係６件、５条関係９件につきましては、令和８年１月２０日付で許可書を

交付いたしました。 

      現況証明の１２月分の取扱いについてでございますが、１件、１筆の申請があ

り、転用許可の目的どおりに利用されていることを確認しまして、証明書を交

付いたしました。 

      ぐんま農業委員会女性ネットワーク第１回理事会が１月１９日に前橋市におい

て開催され、伏田委員が出席されました。 

      群馬県農業会議の第１０回常設審議委員会が１月２０日に前橋市のＪＡビルで

開催され、丸山会長が出席されました。 

      報告は以上でございます。 

議 長  次に、日程第３、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請審議につい

てを議題とします。 

      本案について事務局の説明を求めます。 

 事務局  議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請書を下記のとおり受理したか

ら審議のうえ議決願いたい。 

令和８年１月２６日提出、安中市農業委員会会長丸山征二。 

      議案第１号、農地法第３条の申請は、議案書１ページから２ページ記載の１０

件です。申請した申請書は、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可

要件全てを満たすと考えます。 

      以上で説明を終わります。ご審議をよろしくお願いいたします。 

 議 長  説明が終わりました。 

      本案について意見のある方はお願いいたします。 

      ８番。 

 ８番委員 ８番です。議案第１号、農地法第３条の６番です。この土地はですね、２年ほ

ど前までは〇〇の〇〇がお住まいになっていましたけれども、亡くなった後は

誰もいなくて、畑のほうも家のほうもちょっと草刈りなんかにしても、今回こ
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の〇〇ですか、移住をして耕作してくれるということで、周りの農地を見ても

手の入っている農地があまりないところに来て、移住して耕作をするというこ

とでございますので、ぜひ応援しながらやっていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 議 長  ほかにありますか。 

      ５番。 

 ５番委員 ５番です。議案第１号、農地法第３条の３番と７番を。まず、３番につきまし

ては、耕作面積も少なく、受け人のすぐ前の土地でありまして、家庭菜園用と

いうことで別に問題はないかと思います。 

      それと、７番ですけれども、７番も受け人がこちらのほうでも一、二の稲作耕

作者でありまして、その土地を利用して、また機械などを置いたり、畑作のと

ころを広げたりということで、自分の土地の隣接しているところでありますの

で、問題ないと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 議 長  ほかに。 

      １０番。 

１０番委員 １０番です。議案１号、農地法第３条関係の１番ですが、この申請地は受け人

が長年借用していたと、ここで耕作しておりまして、贈与ということなのです

が、この〇〇ですか、これ譲渡人がこれはもう耕作できないと、やる人がいな

いということで、長年この受け人に貸していた。無償でこれ贈与ということで

す。今現在、ここ一、二年は耕作していないのですが、管理はよくされており

ます。したがって、これはうちの道を挟んですぐ前なのですが、管理できる人

ということで、長年またこれは贈与で作っていただくということで問題はない

のではないかと。よろしくお願いいたします。 

 議 長  １２番。 

１２番委員 １２番です。議案第１号、農地法第３条関係の４番です。申請地は〇〇横の土

地で、現在は耕作を行っていない状態です。一応年に２回ほど草刈りはしてい

るそうなのです。隣に人家がありまして、その人に聞いたところ、その土地を

耕作をしてくれるということで大変喜んでいたので、審議の参考としてくださ

い。 

      以上です。 

 議 長  ほかにありますか。 

      １４番。 
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１４番委員 １４番です。議案第１号、農地法第３条の２番になります。ここは、ほぼ竹林

になっておりまして、周りの畑の耕作されていないような状態ですが、譲受人

の方が〇〇の方らしくて、道具は持っているらしいので、譲り受けしたらきれ

いにしてくれるのではないかと思います。 

      それと、ここを農地ナビってあるのですけれども、ここに農地として出てこな

いので、事務局に一応確認してもらったら、農地で間違いないということです

ので、特に問題はないと思います。お願いします。 

 議 長  ほかにありますか。 

      １５番。 

１５番委員 １５番です。議案第１号、農地法第３条規定による８番と９番の案件です。８

番は、かなり耕作されていない期間が長くて、現在立ち木が相当密林みたいに

繁茂して、繁茂というか、篠みたいなものもあって、これを調書によると伐採、

きれいにして、その栗を植えるという計画だそうですけれども、本人は太陽光

を主に建設している人間なので、果たしてこれだけのことをやる暇があるかど

うか、甚だこの調書と乖離しているような感じがあるので、申請書類を十分チ

ェックしたりして、参考にしていただきたいと思います。 

      それで、９番は、これは受け人と出しているほう、〇〇で、これがいわゆる世

間で言う〇〇の案件ですので、現場を見ますと、一枚の田んぼ、見た目田んぼ

になっているのですね。隣の西側に一筆あるのですけれども、これって一枚に

なっていて、このような状況のところは、うちのほうはいっぱいあるのですね。

これ多分、今これ〇〇の作業を一生懸命やっていると思うのですが、漏れてい

るものを今月申請したのかなということなので、お含みおき願いたいと思いま

す。以上です。 

 議 長  ほかにありますか。 

      １番。 

 １番委員 １番です。議案第１号、農地法第３条関係の１０番でございます。受け人の方

は事務局が説明したとおり、〇〇で、現状は平たんな畑でございまして、十分

な作物ができるのではないかと思います。審議の参考にしてください。 

 議 長  ほかにありますか。 

１７番委員 なければ１７番から。 

 議案第１号、農地法第３条の５番になります。こちら〇〇の方なのですが、地

元のほうで約１．２ｈａ農地を耕作している方で、軽トラックもあり、田んぼ
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ということもありまして、十分耕作は可能かと思います。審議のご参考にお願

いいたします。 

 議 長  ただいま委員から意見がありましたので、お含みおきください。 

      それでは、お諮りします。議案第１号については、審査班に審査を付託したい

と思います。 

      なお、本議案及びこれ以降審査班に付託した議案について、他の審査班との審

査の必要が生じた場合は連合審査にしたいと思いますが、これに異議ありませ

んか。 

 委 員  異議なし。 

 議 長  異議なしと認め、１班に１番から３番の３件、２班に４番から６番の３件、３

班に７番から１０番の４件、以上合計１０件を付託します。 

      次に、日程第４、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請審議につい

てを議題とします。 

      本案について事務局の説明を求めます。あわせて、事前現地調査の概要につい

ても説明をお願いします。 

 事務局  １月２１日に実施されました申請面積１，０００平米以上及び営農型太陽光申

請に係る４条申請２件の現地調査結果につきましては、特段問題とされるよう

な事項は見当たりませんでしたので、ご報告いたします。 

      議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請書を下記のとおり受理したか

ら審議のうえ議決願いたい。 

      令和８年１月２６日提出、安中市農業委員会会長丸山征二。 

      議案第２号、農地法第４条の申請は、議案書３ページ記載の４件です。受理し

た申請書は、農地法第４条第６項各号に該当しないため、許可要件全てを満た

すと考えます。 

      以上で説明を終わります。ご審議をよろしくお願いいたします。 

 議 長  説明が終わりました。 

      本案について意見のある方はお願いします。 

      ５番。 

 ５番委員 ５番です。議案第２号、農地法第４条による許可申請の１番になります。これ

は先ほど事務局が説明していただいたように、管理も行き届いておりまして、

榊のほうも大分伸びて、上の方までつくるような状態でありましたので、全然

問題はないと思いますので、よろしくお願いします。 
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 議 長  ９番。 

 ９番委員 ９番です。議案第２号、農地法第４条の２番、３番及び４番です。３件とも同

じ内容の案件ですので、一括して意見を述べさせていただきます。 

      去年の１２月の案件と同一でございまして、近隣の〇〇の関連です。５０年ほ

どもう手つかずになっており、現状ではもう山林と化しています。これは山林

への農地転用ということなのですけれども、これはもう致し方ないと考えます。

審議の参考としてください。 

 議 長  ほかにありますか。 

 委 員  なし。 

 議 長  なければ打ち切ります。 

      ただいま委員から意見がありましたので、お含みおきください。 

      それでは、お諮りします。議案第２号については、審査班に審査を付託したい

と思いますが、これに異議ありませんか。 

 委 員  異議なし。 

 議 長  異議なしと認め、１班に１番と２番の２件、２班に３番の１件、３班に４番の

１件、以上合計４件を付託します。 

      次に、日程第５、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請審議につい

てを議題とします。 

      本案について事務局の説明を求めます。あわせて、事前現地調査の概要につい

ても説明をお願いします。 

 事務局  １月２１日に実施されました申請面積１，０００平米以上に係る５条申請４件

の現地調査結果につきましては、特段問題とされるような事項は見当たりませ

んでしたので、その旨ご報告させていただきます。 

      議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請書を下記のとおり受理したか

ら審議のうえ議決願いたい。 

      令和８年１月２６日提出、安中市農業委員会会長丸山征二。 

      議案第３号、農地法第５条の申請は、議案書４ページ記載の９件です。受理し

た申請書は、農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可要件全てを満た

すと考えます。 

      以上で説明を終わります。ご審議をよろしくお願いいたします。 

 議 長  説明が終わりました。 

      本案について意見のある方はお願いします。 
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      １０番。 

１０番委員 １０番です。３号議案、農地法第５条関係の６番ですが、これは〇〇の校庭の

すぐ東になります。東方になります。閑地ということで特に問題はないので、

よろしくお願いいたします。 

 議 長  １２番。 

１２番委員 １２番です。議案第３号、農地法第５条関係の４番です。申請地は、〇〇より

２０ｍ先北側の一面であります。東側には人家があり、北、西側には共に畑が

あります。今現在は耕作できずに休耕中であるため、一応太陽光として他農地

に影響はないと考えておりますので、審議の参考としてください。  

      以上です。 

 議 長  １３番。 

１３番委員 １３番です。議案第３号、農地法第５条関係の３番です。３番の申請地は、今

までは田んぼだったのですけれども、草刈りをして管理している程度の田んぼ

でございまして、西側については田んぼ、南側は線路が通っております。東側

は住宅、北側は家庭菜園を営んでいる小さな畑なのですけれども、パネル等の

設置も離されて設置される予定ですので、周囲に与える影響はないと考えます。

審議の参考としてください。 

 議 長  ほかにありますか。 

      ６番。 

 ６番委員 ６番です。議案第３号の農地法第５条関係で、８番と９番です。 

      ８番が、この畑は南側が県道になっておりまして、北側が太陽光になっている

ということで、東西がこの譲渡人の牧草を作っているという場所でありまして、

特に問題はないと思います。 

      また、９番ですが、９番は申請の理由にあるように、太陽光事業を計画してい

るということで、従来の進入路がちょっと狭かったものですから、こちらのほ

うを通路用地として取得したいということで、特に問題ないと思います。審議

の参考にしてください。 

 議 長  ほかにありますか。 

      ２番。 

 ２番委員 ２番です。議案第３号、農地法第５条の許可申請の１番と５番を説明させてい

ただきます。 

      まず最初に、１番ですけれども、この配付されました地図から見ますように、
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土地の西側の会社が駐車場として一時転用したいということです。周囲の土地

を見ますと、北側に休耕田がありまして、既に雑草が繁茂しているところで、

東側にも同じようにあるのですけれども、竹やぶが成長して元の畑の状態では

ないと。それから、南側もやはり同じように、多分田んぼだったのだと思うの

ですが、休耕田という格好です。転用影響はないかと思いますので、審議の参

考にお願いをいたします。 

      それからもう一点、５番ですけれども、土地分譲用地ということで転用するこ

とで現場を確認しました。結果、この土地は公道の東側に残された住宅化が進

む中での最後の１枚の土地と、畑というような感じがします。東側に小さい畑

が残るのですけれども、土地分譲による耕作の影響はないかと思いますので、

審議の参考までによろしくお願いいたします。 

 議 長  １番。 

 １番委員 １番です。農地法第５条関係の７番。先ほど農地法第３条関係でお世話になっ

た〇〇なのですけれども、畑の隣にある空き家を取得して居住する予定ですけ

れども、一部申請漏れがあったので、今回の始末書つきでのまた再申請という

ことで、特に問題はないと思います。よろしくお願いします。 

 議 長  ほかにありますか。 

１７番委員 なければ１７番から。 

 議案第３号、農地法第５条の２番になります。こちらは、３種農地ということ

もありますし、周辺はもう宅地化、宅地の中の取り残された農地ということで、

周辺農地への影響はないと考えられますので、ご審議の参考にお願いいたしま

す。 

 議 長  それでは、ただいま委員から意見がありましたので、お含みおきください。 

      それでは、お諮りします。議案第３号については、審査班に審査を付託したい

と思いますが、これに異議ありませんか。 

 委 員  異議なし。 

 議 長  異議なしと認め、１班に１番から３番の３件、２班に４番、５番、９番の３件、

３班に６番から８番の３件、以上合計９件を付託します。 

      これより書類審査のため、暫時休憩とします。 

      なお、審査が終わり次第再開とします。 

                              （休憩午後 １：５８） 

      （書類審査） 



- 9 - 

                              （再開午後 ２：１８） 

 議 長  休憩前に引き続き会議を再開します。 

      それでは、運営内規に基づき、議案第１号、農地法第３条関係の４番の申請者

から説明を求めたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

 委 員  異議なし。 

 議 長  異議なしと認め、議案第１号４番の案件申請者から説明を求めます。 

      （議案第１号４番案件申請者入場・着席） 

 事務局  それでは、最初に自己紹介をしてから申請内容の説明をお願いいたします。  

４番申請者 〇〇の〇〇と申します。本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございま

す。本日、農地許可申請に係る内容の説明についてで、〇〇の農地の取得につ

いてちょっと本日お話しができればと思いまして、本日はよろしくお願いいた

します。 

 議 長  説明してください。 

４番申請者 弊社のほうで取得を考えている土地なのですけれども、十数年間耕作放棄地と

して扱われていまして、農地の所有者も農業経験がなく、草刈りも草の管理も

できないということで、弊社が取得して、地元近隣の方の意見を聞きながら適

切な農業、農作業、耕作ができればと考えております。 

      そして、現状農業だけではなかなか売上げがもうけが出ないというところが現

状でして、弊社のほうで民泊事業も進めておりまして、そういう民泊と絡めた

農業体験ですとか、食事の体験というところで付加価値を高めて、売上げにい

かせればと考えております。 

      耕作物につきましては、予定としては柿と栗を考えております。私のほうでそ

の〇〇で長ネギを中心に栽培を行っているのですけれども、実際に青果物だけ

ですと、その加工に回すというのが難しくて、果樹であれば加工品ですとか幅

が広がるかなというところで、柿と栗を会社のほうで選定したという形になり

ます。 

      そして、来年から学校との連携が始まりまして、〇〇というところなのですけ

れども、こちらで新しく農業の分野ができまして、そちらの外部講師として私

が任命されまして、授業の一環として作物の栽培ですとか、そういうところを

生徒たちに教えて経験していただければと考えております。 

      それと、〇〇の農地を有しておりまして、そちらのほうではサツマイモの栽培

を行っておりまして、〇〇の〇〇さんという方がいらっしゃるのですけれども、
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こちらの方ですとか、〇〇を行っている会社の〇〇、あとは〇〇の〇〇と連携

してサツマイモの植付けから収穫まで、そして干し芋加工を現在行って、去年

干し芋の商標登録としまして〇〇というものを商標登録しまして、そちらで〇

〇さんの〇〇のブランドとして商品展開を今後進めていければと考えておりま

す。 

      以上になります。 

 議 長  申請者の説明が終わりました。 

      質問のある方はお願いします。 

      １３番。 

１３番委員 １３番です。今いろいろ事業を、学校とか〇〇ですか、などと連携してやると

いうことでお聞きしたのですが、ちょっとうわさでお聞きするところによると、

営農計画書を見せてもらったり、耕作証明願のところも見させていただきまし

たが、何か自作の農地のところが若干山林とかがまだ耕していないようなとこ

ろもちょっとお聞きしたので、今後のその農業の展開としてどのようなことを、

そういうところも含めてやっていくのかというところを、借用の借用地につい

てはそれなりの農作物を作っているということなのですけれども、自作のとこ

ろのちょっと山林化しているようなところの開拓、開墾を含めてその辺の事業

展開、そこら辺をお聞きできればと思います。 

４番申請者 一応現状ですと、弊社のほうで常時従事者、その作業人数というところが確保

できていなくて、来年からは学生の手が増えて、そういう山林の整理ですとか、

そういうところをきっちりと行って、何か耕作のほうはまだ学校との話は全く

進んでいない状況なのですけれども、そういうところもきれいにして、学生た

ちに栽培ですとか、植付けというところを広げていただければなと考えており

ます。 

 議 長  よろしいですか。 

１３番委員 はい、わかりました。 

 議 長  ほかにありますか。 

      １６番。 

１６番委員 今日はお疲れさまです。先ほど民泊と併せて農業を展開していくということな

のですけれども、この民泊の宿泊施設となる家屋というのは、もう取得されて

いるのですか。 

４番申請者 まだ取得していない状況なのですけれども、こちらこれから物件をあたって広
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げていくというところです。 

１６番委員 これからですね。 

４番申請者 はい。 

１６番委員 そうすると、そこで柿と栗は作るということだったのですけれども、ほかの野

菜についてはまだ検討、その民泊で来ていただける方の農業体験とかというふ

うに絡めての野菜の栽培とかということは、まだそちらのほうも白紙というこ

とですか。 

４番申請者 そうですね。まだ話が進んでいない状況です。 

１６番委員 そうですか。これから検討していくということで。 

４番申請者 これから検討していただきます。 

 議 長  よろしいですか。 

      １５番。 

１５番委員 １５番です。今日はご苦労さまです。私申請書類の中の計画書を全然見ないで

質問するので、ちょっととんちんかんなところがあるかもしれないですが、そ

の民泊でということなので、この図面でいくと、この〇〇の〇〇のこの比較、

これとは関係はどういうことになる。これもあれですよね、〇〇で泊まって、

私もこの〇〇は何回か泊まったことがあるのですが、ここに泊まってやるのが

この〇〇だと思うのですが、この辺の関係がないのですか。連携といいますか。  

４番申請者 連携というのは、現状はないのですけれども、実際にやられているところです

ので、実際に話を聞いて、参考にさせていただければとは考えております。  

１５番委員 そうすると、その民泊ですよね、問題は。民泊はこの〇〇を中心に考えると。

空き家は結構ありますよね。それとか、小学校、中学校。これもどうなのか、

今休校というか、廃校になっていますから。そういうのはお考えになったこと

はないですか。廃校ですよね。廃校利用。 

４番申請者 人口といいますか、その減少ですね。 

１５番委員 それと、あと〇〇とかって私も初めて聞く学校なのですが、この辺のところの

学生、それはどういう関係になるのか具体的にちょっと、今の話では全然皆目

見当つかないのですが。それと、常用の作業をする農作業をする人ですね、そ

ういうのがどうなっているのかとかですね、あと柿と栗ですから、桃栗三年柿

八年ですから、柿は８年目ぐらいですか、取れないとかね。今３年ですからね。

種類によってはねとかですね、計画書を見ていないので、とんちんかんなこと

を言って申し訳ないですけれども、まるっきり私の頭の中にはどういうことに
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なるかよく分からないですけれども、あの、あと定住型農業をやるというので、

先行事例は昔から有名なのは〇〇の〇〇とかってありますけれども、そういう

のを目指されているのかというのも全然よく分からないのですけれども、教え

てください。 

４番申請者 弊社としましても、新たな試みといいますか、なかなか手探りなところが多く

なってしまうのですけれども、実際にやっているところの意見を聞きますとか、

参考にさせていただいて、事業開拓というところを目指していければと考えて

おります。 

１５番委員 もう一ついいですか。 

 議 長  はい。 

１５番委員 要するに計画はいいのですが、それの元になる資金ですね。どういうふうな調

達を考えているのかということなのですよね。 

４番申請者 資金のほうは、親会社に〇〇というのがございまして、〇〇がその子会社に当

たるのですけれども、こちらの親会社からも出資金といいますか、それから事

業拡大という流れになるかと思います。 

 議 長  ほかにありますか。 

      ６番。 

 ６番委員 ６番です。作付のほうは柿と栗ということなのですけれども、この辺の一帯も

そうなのですけれども、猿がすごいのですよね。その対策をしないと、多分実

っても駄目かなと。サツマイモなんかも多分イノシシだったりするので、その

辺の対策をしていかないと厳しいのかなというところが確かにあるのですよね。

その辺をちょっと考慮したほうがいいのかなと思います。 

      以上です。 

４番申請者 ありがとうございます。申し訳ありません。 

 議 長  ほかにありますか。 

１７番委員 なければ１７番から。 

 今日はどうもご苦労さまです。今いろんな委員さんからいろんな質問が出たと

思うのですけれども、当初の営農計画書を見ると、民泊とかそういうこと書い

ていなかったと思うのと、できればそういう具体的な事案が計画があるのであ

れば、営農計画書にも書き添えておいていただけると、我々も判断材料になり

ますので、ぜひそこは今後考えてください。 

      それと、今説明の中で〇〇さんが〇〇、ちょっと聞き慣れないようなところな
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のですけれども、どこにある学校ですか、これ。 

４番申請者 〇〇のすぐ近くになるのですけれども。 

１７番委員 大学。 

４番申請者 専門学校なのですけれども。 

１７番委員 専門学校、ああ、そうですか。そこで〇〇さんが農業講師をされていると、今

説明があった。〇〇さん自体は農業経験って何十年ぐらいあるのですか。 

４番申請者 すみません。実際に自分は経験が５年ほどになるのですけれども。  

１７番委員 ５年。具体的にはどういう農業経験がある。 

４番申請者 自分が社会人になりまして、最初に勤めたところが農家さんのところなのです

けれども、そちらでホウレンソウですとか、ベビーリーフといった葉物野菜を

中心に栽培経験がございまして、一旦そちらの職場を、会社を退職いたしまし

て、農業のほうから離れたのですけれども、こちらの〇〇のほうにまた就職い

たしまして、こちらで農作業を中心にお仕事させていただきまして、１年目は

タマネギの栽培、２年目は長ネギ、サツマイモで、３年目も同じく、現状は〇

〇の方との関わりもできましたので。 

１７番委員 はい、分かりました。何を心配しているかというと、まず〇〇さんのその職歴

がどのぐらいあるのかもそうなのですけれども、この会社が会社として取り組

んでいただくので、親会社さんがかなり規模の大きな会社ですから、そこまで

心配ないのかもしれないですけれども、〇〇のほうで広範取得したところがま

だほぼ未開拓ですね。違いますか。 

４番申請者 そうですね。耕作は特に。 

１７番委員 されていないですね。そういう状況の中で、さらにここに約４反歩の農地を取

得して、全体的にここ１年、２年の間にこれが推し進めていけるのか、管理が

できるのかというのを多分みんな委員が心配しているところなのですけれども、

その辺は大丈夫ですか。 

４番申請者 こちらのほうは、学校との連携ですとか、あと外部の方を招いての農業体験と

いったところですか、そういうところに絡めて作業のほうを行えればと考えて

いるのですけれども。 

１７番委員 もう少し具体的な計画を立てないと、ちょっと厳しいかもしれないね。という

のは、安中市農業委員会としては、ぜひここ耕作放棄地でもありますし、こう

いう形で法人さんが参入して農地を耕作していただけるということは非常にあ

りがたいことなので、全面的にバックアップさせていただきたいのですけれど
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も、あまり計画に実現性がないと、許可の対象にならなくなってしまいますの

で、地についた計画ということではないのですけれども、もう少し具体的に本

当は計画を出していただけると、ありがたかったなと思います。  

      今端切れ端切れで聞いていると、民泊と学校を絡めて人材を確保していくとい

う流れで大まかな流れでよろしいですね。資本的には親会社があるから心配な

いということですね。はい、分かりました。 

 議 長  ほかに意見がありますか。 

 委 員  なし。 

 議 長  なければ打ち切ります。 

      ご苦労さまでした。 

４番申請者 ありがとうございました。 

      （議案第１号４番案件申請者退出） 

 議 長  ここで審査班の意見の取りまとめのため、暫時休憩とします。 

                              （休憩午後 ２：３５） 

      （意見取りまとめ） 

                              （再開午後 ２：３６） 

 議 長  再開します。 

      それでは、議案第１号に対する書類審査結果について、審査班からの報告を求

めます。 

      １班。 

１班班長  １１番です。１班に付託された議案第１号、農地法第３条関係は、１番から３

番の３件です。審査班で農地法第３条の許可基準により審査した結果、調査書

に示したとおりであり、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件

を全て満たしていますので、許可相当であります。 

 議 長  ２班。 

２班班長  １３番です。２班に付託された議案第１号、農地法第３条関係は、４番から６

番の３件です。審査班で農地法第３条の許可基準により審査した結果、調査書

に示したとおりであり、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件

を全て満たしていますので、許可相当であります。 

 議 長  ３班。 

３班班長  ９番です。３班に付託された議案第１号、農地法第３条関係は、７番から１０

番の４件です。審査班で農地法第３条の許可基準により審査した結果、調査書
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に示したとおりであり、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件

を全て満たしていますので、許可相当であります。 

 議 長  報告が終わりました。 

      これより議案第１号に対する質疑を行います。 

 委 員  なし。 

 議 長  なければ打ち切ります。 

      これより議案第１号に対する採決を行います。 

      本案に対する審査班の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 委 員  挙手全員。 

 議 長  挙手全員であります。 

      よって、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請については審査班の

報告のとおり決定しました。 

      次に、議案第２号に対する書類審査結果について審査班から報告を求めます。 

      １班。 

１班班長  １１番です。１班に付託された議案第２号、農地法第４条関係は、１番から２

番の２件です。審査班で農地転用の許可基準により審査した結果、審査表に示

したとおりであり、農地法第４条第６項各号に該当しないため、許可要件を全

て満たしていますので、許可相当であります。 

 議 長  ２班。 

２班班長  １３番です。２班に付託された議案第２号、農地法第４条関係は、３番の１件

です。審査班で農地転用の許可基準により審査した結果、審査表に示したとお

りであり、農地法第４条第６項各号に該当しないため、許可要件を全て満たし

ていますので、許可相当であります。 

 議 長  ３班。 

３班班長  ９番です。３班に付託された議案第２号、農地法第４条関係は、４番の１件で

す。審査班で農地転用の許可基準により審査した結果、審査表に示したとおり

であり、農地法第４条第６項各号に該当しないため、許可要件を全て満たして

いますので、許可相当であります。 

議 長  報告が終わりました。 

      これより議案第２号に対する質疑を行います。 

 委 員  なし。 

 議 長  なければ打ち切ります。 
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      これより議案第２号に対する採決を行います。 

      本案に対する審査班の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めま

す。 

 委 員  挙手全員。 

 議 長  挙手全員であります。 

      よって、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請については審査班の

報告のとおり決定しました。 

      次に、議案第３号に対する書類審査結果について審査班から報告を求めます。 

      １班。 

１班班長  １１番です。１班に付託された議案第３号、農地法第５条関係は、１番から３

番の３件です。審査班で農地転用の許可基準により審査した結果、審査表に示

したとおりであり、農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可要件を全

て満たしていますので、許可相当であります。 

 議 長  ２班。 

２班班長  １３番です。２班に付託された議案第３号、農地法第５条関係は、４番、５番、

９番の３件です。審査班で農地転用の許可基準により審査した結果、審査表に

示したとおりであり、農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可要件を

全て満たしていますので、許可相当であります。 

 議 長  ３班。 

３班班長  ９番です。３班に付託された議案第３号、農地法第５条関係は、６番から８番

の３件です。審査班で農地転用の許可基準により審査した結果、審査表に示し

たとおりであり、農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可要件を全て

満たしていますので、許可相当であります。 

 議 長  報告が終わりました。 

      これより議案第３号に対する質疑を行います。 

 委 員  なし。 

 議 長  なければ打ち切ります。 

      これより議案第３号に対する採決を行います。 

      本案に対する審査班の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 委 員  挙手全員。 

 議 長  挙手全員であります。 

      よって、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請については審査班の
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報告のとおり決定しました。 

      次に、日程第６、議案第４号、農用地利用集積等促進計画の承認についてを議

題とします。 

      本案について事務局の説明を求めます。 

 事務局  議案第４号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定に

基づき、以下の農用地利用集積等促進計画について、群馬県農業公社へ要請し

てよろしいか審議願いたい。 

      令和８年１月２６日提出、安中市農業委員会会長丸山征二。 

      農用地利用集積等促進計画は、議案書５ページ記載の１、中間管理権設定関係

記載の１番から２４番及び議案書６ページ記載の２、賃借権又は使用貸借権に

よる権利の設定関係１番から１６番記載の計４０件です。農地中間管理事業の

推進に関する法律第１８条第５項の各要件を満たしていると考えます。 

      ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 議 長  説明が終わりました。 

      本案に対して質問がありましたらお願いします。 

 委 員  なし。 

 議 長  なければ打ち切ります。 

      お諮りします。本案について承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 委 員  挙手全員。 

 議 長  挙手全員であります。 

      よって、議案第４号、農用地利用集積等促進計画の承認については原案のとお

り承認し、群馬県農業公社へ要請することに決定しました。 

      以上で議案審議は全て終了しました。 

      これをもちまして令和８年第１回安中市農業委員会総会を閉会します。  

      慎重審議をいただきまして、ありがとうございました。 

                               時に午後 ２時４７分 

 

        以上、会議の顛末を記載しその内容に相違ないことを証するため、ここに 

        署名捺印する。 

 

            令和８年１月２６日 

               安中市農業委員会会長 
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                     ３番委員 

 

                    １４番委員 


